
　平成28年1月29日に総務省から「平成27年平均の全国消費者物価指数」が公表され、平成28年度
の年金額は、法律の規定により、物価、賃金によるスライドは行われず、平成27年度から据え置きとな
ります。
　ただし、被用者年金一元化法により端数処理が変更となったため、平成28年4月分の改定から月額
で数円の増減が生じます。（改定時期は4月分が支払われる6月支給期となります。）
※ 　平成27年10月に施行された「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法
等の一部を改正する法律（平成24年法律第63号）」により、年金額の端数処理がそれまでの
100円未満四捨五入から、1円未満四捨五入に改められました。これにより、基礎年金が満
額でない方の年金額や厚生年金等の年金額については、基本的に各年金単位で年額50円
以下（月額4円以下）の増減が生じることとなります。

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

共済年金（厚生年金）の改定について共済年金（厚生年金）の改定について
～年金額の改定はありません～～年金額の改定はありません～

平成
28年度

平成28年度から変更する福祉課の主な事業について

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

インフルエンザ予防接種助成金が2,000円になります。
1 助成金額
　1人1年度内1回2,000円を助成します。
　ただし、インフルエンザ予防接種費用が、1,000円以上2,000円未満の場
合は接種費用を助成金額とし、1,000円未満の場合は助成対象外とします。

2 請求手続き等については、変更ありません。

人間ドック及び併診ドック補助金額が増額されます。
1 人間ドック
　基本検査料から5,000円を控除した額とし、当該控除後の額が27,000円を超える場合は
27,000円を限度とします。（基本検査料に係る消費税については、自己負担となります。）
　ただし、既に脳ドックに対する補助を受けている場合については、併診ドックの補助金額を
42,000円としていることから、42,000円から脳ドックの助成額を差し引いた額を補助します。

2 脳ドック
　基本検査料から5,000円を控除した額とし、当該控除後の額が30,000円を超える場合は
30,000円を限度とします。（基本検査料に係る消費税については、自己負担となります。）
　ただし、既に人間ドックに対する補助を受けている場合については、併診ドックの補助金額を
42,000円としていることから、42,000円から人間ドックの助成額を差し引いた額を補助します。

3 併診ドック
　基本検査料から10,000円を控除した額とし、当該控除後の額が42,000円を超える場合は42,000
円を限度とします。（基本検査料に係る消費税については、自己負担となります。）

　市町村長側組合会理事に欠員が生じたことにより、去る2月24日、理事の補欠選挙が行われ、その結
果、朝霞市長の富岡勝則氏が選出され、同日付けで理事に就任されましたのでお知らせいたします。

市町村長側組合会理事の就任について
　市町村長側組合会理事に欠員が生じたことにより、去る2月24日、理事の補欠選挙が行われ、その結
果、朝霞市長の富岡勝則氏が選出され、同日付けで理事に就任されましたのでお知らせいたします。

市町村長側組合会理事の就任就任について
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